
阿賀野市告示第１２８号 

 阿賀野市地方就職学生支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和８年５月２８日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市地方就職学生支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市地方就職学生支援補助金交付要綱（令和６年阿賀野市告示第１４６号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「内定」の次に「又は就業先」を加える。 

 第５条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 (７) 新潟県を中心とした勤務を基本とする採用であることを確認できる書類 

 第７条中「又は半額」を削り、同条第１号から第３号までの規定中「全額」を削り、

同条第４号中「退就業先日」を「退職日」に改め、「全額」を削り、同条第５号を次の

ように改める。 

(５) 補助金の申請日、本市への転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日

のいずれか遅い日から１年以内で当市から転出した場合 

 第７条第６号を削る。 

 第１号様式を次のように改める。 
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第１号様式の２を次のように改める。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第２号様式中「（※勤務地限定型の採用の場合、その内容を記載してください。そう

でない場合は記載不要です。）」を削り、「地方就職支援金」を「阿賀野市地方就職支援

補助金」に改める。 

第２号様式の２を次のように改める。 



 

 

 



 第３号様式を次のように改める。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年５月２８日から施行し、改正後の阿賀野市地方就職学生支援

補助金交付要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の阿賀野市地方就職学生支援補助金交付要綱の規定は、令和８年４月１日以

降に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。ただし、移

住に係る経費（移転費）については、この告示の施行日前に転入した者にも適用する。 

３ 前項の「転入」は、就職活動等に係る経費（交通費）については、「就職先企業に内

定」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 


